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衆
議
院
議
員
林
原
由
佳
君
提
出
「
留
学
生
三
〇
万
人
計
画
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
留
学
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日
に
文
部
科
学
省
に
お
い
て
策
定
し
た

「
世
界
の
成
長
を
取
り
込
む
た
め
の
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
戦
略
」
に
お
い
て
設
定
し
た
九
つ
の
重
点
地
域
の
う
ち
、
平

成
二
十
六
年
度
予
算
に
お
い
て
措
置
さ
れ
た
三
地
域
に
配
置
す
る
予
定
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
る

「
国
費
外
国
人
留
学
生
選
考
委
員
会
」
に
よ
る
審
議
を
経
て
選
定
さ
れ
た
我
が
国
の
大
学
に
委
託
し
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ア
フ
リ
カ
地
域
の
ザ
ン
ビ
ア
及
び
南
西
ア
ジ
ア
地
域
の
イ
ン
ド
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
名
程
度
の
留
学
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

現
在
、
委
託
先
の
大
学
に
お
い
て
留
学
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
選
定
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
留
学
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
と
し
て
は
、
我
が
国
と
配
置
国
と
の
相
互
理
解
及
び
交
流
の
促
進
に
強
い
関
心
と
意
欲
を
有
す
る
と
と
も
に
、
留

学
生
交
流
の
推
進
に
必
要
な
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
、
又
は
こ
れ
を
構
築
で
き
る
能
力
を
有
す
る
よ
う
な
人
材
を
考
え

て
い
る
。
ま
た
、
留
学
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
主
要
な
業
務
は
、
当
該
地
域
の
在
外
公
館
や
我
が
国
の
政
府
機
関
の
海
外
事

務
所
、
我
が
国
の
大
学
が
設
置
す
る
海
外
拠
点
等
と
連
携
し
、
当
該
地
域
の
情
報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
当
該
地
域
の
大
学
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や
高
等
学
校
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、我
が
国
の
大
学
等
の
魅
力
や
日
本
へ
の
留
学
の
意
義
を
積
極
的
に
発
信
し
、

優
秀
な
外
国
人
留
学
生
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
重
点
地
域
別
の
細
分
化
し
た
目
標
人
数
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
設
定
し
て
い
な
い
が
、
「
留
学
生
三

〇
万
人
計
画
」
の
達
成
に
向
け
て
、
重
点
地
域
ご
と
に
目
安
と
な
る
よ
う
な
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
は
大
学
等
の
高
等
教
育

機
関
や
産
業
界
に
お
け
る
主
体
的
な
取
組
を
促
す
観
点
か
ら
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
、
我
が
国
と
各
重
点
地
域

の
国
々
と
の
関
係
等
を
踏
ま
え
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

法
務
省
の
外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
在
留
資
格
認
定
証
明
書
等
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
審
査
業
務
の
繁
閑
の
状

況
に
応
じ
て
、
当
該
審
査
を
担
当
す
る
部
署
に
職
員
を
臨
時
的
に
配
置
す
る
な
ど
し
て
適
正
か
つ
円
滑
な
審
査
に
努
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
外
国
人
留
学
生
数
の
推
移
等
を
見
つ
つ
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
国
費
に
よ
る
奨
学
金
の
振
込
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
お
い

二



て
実
施
し
て
お
り
、
同
機
構
に
よ
れ
ば
、
同
事
務
を
同
機
構
に
お
い
て
開
始
し
た
平
成
十
六
年
に
、
当
時
の
振
込
手
数
料
や

留
学
生
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
留
学
生
が
開
設
し
た
日
本
郵
政
公
社
（
現
在
の
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）
の
口
座
へ
振
込

み
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
同
行
の
口
座
を
留
学
生
の
奨
学
金
受
取
口
座
に
指
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
他
の
金
融
機
関
の
口
座
の
活
用
を
含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
留
学
生
に
と
っ
て
最
も
適

切
な
の
か
を
検
討
す
る
よ
う
同
機
構
に
促
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
、
外
国
人
患
者
の
受
入
れ
体
制
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
医
療
機

関
に
つ
い
て
一
般
財
団
法
人
日
本
医
療
教
育
財
団
が
認
証
を
行
う
「
外
国
人
患
者
受
入
れ
医
療
機
関
認
証
制
度
」
の
普
及
推

進
に
向
け
、
医
療
機
関
に
対
す
る
説
明
会
開
催
等
に
対
す
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
今
年
度
に
お
い
て
は
、
医
療
機
関
に

対
し
、
医
療
通
訳
や
、
外
国
人
患
者
が
円
滑
に
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
調
整
す
る
外
国
人
向
け
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
配
置
に
要
す
る
費
用
を
助
成
し
、
各
地
域
に
お
い
て
外
国
人
患
者
の
受
入
れ
の
拠
点
と
な
る
医
療
機
関
を
整
備
す
る
事
業

を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
と
も
外
国
人
が
安
心
し
て
日
本
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い

り
た
い
。

三


